
国民健康保険料・
後期高齢者医療保険料

夜間の納付相談と窓口納付
　月に1度、夜間相談窓口を開
設しています。保険料の納付
や国民健康保険の加入（他の
健康保険からの切替）・資格喪
失手続きもできます。
日時　毎月第3木曜日（祝日除く） 
　　　午後5時30分～8時
場所・問合先　国保年金課

広　

告

広　

告

この広告掲載についてのお問い合わせは、
合同会社 IM総合企画（☎ 072-242-7997）へ 8広報いずみさの 平成27年10月号

国
民
健
康
保
険

問
合
先　

国
保
年
金
課

国
民
年
金

よ
り
多
く
の
年
金
を
受
け
た
い

人
は
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い

【
付
加
年
金
】

　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
や
任

意
加
入
被
保
険
者
が
、
定
額
保
険
料

（
月
額
１
５
，
５
９
０
円
）
に
付
加

保
険
料
（
月
額
４
０
０
円
）
を
上
乗

せ
し
て
納
付
す
る
と
、
次
の
計
算
に

よ
る
額
が
付
加
年
金
と
し
て
老
齢
基

礎
年
金
に
加
算
さ
れ
ま
す
。

●
付
加
年
金
額
＝
２
０
０
円
×
付
加

保
険
料
を
納
め
た
月
数

必
要
な
も
の　

年
金
手
帳

申
請
・
問
合
先　

国
保
年
金
課

【
国
民
年
金
基
金
】

　

国
民
年
金
基
金
は
、
老
齢
基
礎
年

金
に
上
乗
せ
し
て
給
付
す
る
公
的
な

個
人
年
金
制
度
で
す
。

対
象　

国
民
年
金
第
1
号
被
保
険
者

で
、
定
額
保
険
料
を
納
付
し
て
い
る
人

掛
け
金　

加
入
時
の
年
齢
や
性
別
に

よ
っ
て
変
わ
り
ま
す
。
納
め
た
掛
け

金
は
全
額
、
国
民
年
金
保
険
料
と
同

様
に
、
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
に

な
り
ま
す
。

申
込
・
問
合
先　

大
阪
府
国
民
年
金

基
金（
０
１
２
０・６
５
４・１
９
２
）

◆
付
加
年
金
も
国
民
年
金
基
金
も
保

険
料
の
免
除
や
若
年
者
納
付
猶
予
、

学
生
納
付
特
例
を
受
け
て
い
る
期
間

は
加
入
で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
両
方
同
時
に
加
入
す
る
こ

と
も
で
き
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
10
年
間
付
加
保
険
料
を

納
め
る
と
…

２
０
０
円
×
12
ヵ
月
×
10
年
＝

年
額
２
４
，
０
０
０
円
が
加
算

国
民
健
康
保
険
証
の
更
新

■
新
し
い
保
険
証
を
送
付
し
ま
す

　

現
在
交
付
し
て
い
る
保
険
証
（
薄

い
紫
色
）
は
11
月
1
日
以
降
使
用
で

き
ま
せ
ん
。

　

新
し
い
保
険
証
（
薄
い
緑
色
）
を

10
月
下
旬
に
簡
易
書
留
郵
便
で
送
付

し
ま
す
の
で
、
11
月
1
日
以
降
は
新

し
い
保
険
証
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

●
75
歳
に
な
る
人

　

11
月
1
日
以
降
に
75
歳
に
な
る
人

は
、
保
険
証
の
有
効
期
限
が
75
歳
の

誕
生
日
の
前
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
以
降
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
対
象
と
な
る
た
め
、
新
た
に
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
証
を
75
歳

に
な
る
前
に
郵
送
し
ま
す
。

●
外
国
籍
の
人

　

来
年
の
10
月
31
日
ま
で
に
在
留
期

間
の
満
了
を
迎
え
る
外
国
籍
の
人

は
、
保
険
証
の
有
効
期
限
が
在
留
期

間
の
満
了
日
ま
で
と
な
り
ま
す
。
在

留
期
間
を
延
長
し
た
場
合
は
、
保
険

証
の
更
新
手
続
き
が
必
要
で
す
。

■
保
険
料
に
未
納
が
あ
る
世
帯
は

早
め
に
相
談
を 

！

　

保
険
料
に
未
納
が
あ
り
、
納
付
相

談
が
済
ん
で
い
な
い
世
帯
は
、
保
険

証
更
新
ま
で
に
相
談
が
必
要
で
す
。

　

相
談
が
済
ん
で
い
な
い
と
、
保
険

証
は
窓
口
で
の
更
新
と
な
り
ま
す
。

保
険
料
の
納
付
は
お
済
み
で
す
か
？ 

11
月
２
日
㈪
は

第
５
期
分
の
納
期
限
で
す

　

保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お

く
と
、
保
険
証
の
有
効
期
限
が
短
く

な
る
ほ
か
、
資
格
証
明
書
の
交
付
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
納

期
限
ま
で
に
納
め
た
人
と
の
公
平
性

を
保
つ
た
め
、
滞
納
し
て
い
る
人
の

財
産
（
不
動
産
・
預
貯
金
・
給
料
な

ど
）
を
調
査
し
、
差
し
押
さ
え
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
納
付
が
困
難
な
事

情
が
あ
る
場
合
は
、
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

【
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
】

　

国
民
健
康
保
険
料
を
年
金
か
ら
差

し
引
い
て
納
付
さ
れ
る
人
以
外
は
、

原
則
、
口
座
振
替
で
の
納
付
を
お
願

い
し
て
い
ま
す
。
口
座
振
替
は
一
度

の
登
録
手
続
き
で
納
期
ご
と
に
自
動

的
に
引
き
落
と
し
さ
れ
る
た
め
、
納

め
に
行
く
手
間
も
省
け
ま
す
。

　

ま
た
、
保
険
料
の
還
付
が
発
生
し

た
場
合
に
は
、
口
座
へ
の
振
込
で
還

付
し
ま
す
の
で
、
還
付
の
た
び
に
申

請
や
来
庁
し
て
い
た
だ
く
必
要
も
あ

り
ま
せ
ん
。

　

現
在
、
納
付
書
で
納
付
さ
れ
て
い

る
世
帯
は
、
便
利
で
納
め
忘
れ
の
な

い
口
座
振
替
の
手
続
き
を
し
て
い
た

だ
き
、
口
座
振
替
の
推
進
に
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

※
国
保
年
金
課
窓
口
で
は
、
専
用
端

末
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
通
し
暗

証
番
号
を
入
力
す
る
こ
と
で
、
口
座

振
替
の
手
続
き
が
で
き
ま
す
の
で
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。（
大
阪
泉
州
農

業
協
同
組
合
、
近
畿
労
働
金
庫
は
除

く
。
ま
た
、
一
部
取
り
扱
い
で
き
な

い
カ
ー
ド
も
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。）
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人
権
の
広
場

じ
ん　

け
ん

ひ
ろ　

 

ば

な
く
そ
う 

部
落
差
別
調
査
！

〜
10
月
は
「
大
阪
府
部
落
差
別
事
象

に
係
る
調
査
等
の
規
制
等
に
関
す
る

条
例
」
啓
発
推
進
月
間
で
す
〜

　
「
大
阪
府
部
落
差
別
事
象
に
係
る

調
査
等
の
規
制
等
に
関
す
る
条
例
」

は
、
部
落
差
別
事
象
の
発
生
を
防
止

し
、基
本
的
人
権
を
擁
護
す
る
た
め
、

部
落
差
別
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
の

あ
る
個
人
お
よ
び
土
地
に
関
す
る
事

項
の
調
査
、
報
告
な
ど
の
行
為
を
規

制
し
て
い
ま
す
。

●
差
別
に
つ
な
が
る
個
人
調
査
や
土

地
調
査
の
依
頼
は
し
な
い
!!

●
依
頼
が
あ
っ
て
も
調
査
報
告
は
し

な
い
!!

問
合
先

人
権
推
進
課

パ
ー
プ
ル
リ
ボ
ン
・
ツ
リ
ー

制
作
活
動

〜
パ
ー
プ
ル
リ
ボ
ン
は
女
性
に
対
す

る
暴
力
根
絶
運
動
の
シ
ン
ボ
ル
〜

日
時　

10
月
20
日
㈫

　
　
　

午
後
1
時
〜
3
時

い
ず
み
さ
の

男
女
共
同
参
画
ひ
ろ
め
隊

レ
イ
ン
ボ
ー
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ

■
10
月
ガ
ー
ベ
ラ
の
会

手
話
ダ
ン
ス
体
験
講
座

〜
優
し
さ
と
温
か
さ
に
包
ま
れ
て
〜 

　

音
楽
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
合
わ
せ
て

手
話
を
一
緒
に
学
び
ま
せ
ん
か
。

日
時　

10
月
30
日
㈮

　
　
　

午
前
10
時
〜
正
午

場
所　

レ
イ
ク
ア
ル
ス
タ
ー
プ
ラ

ザ
・
カ
ワ
サ
キ
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

定
員　

10
人
（
先
着
順
）

講
師　

花
篤
道
子
さ
ん
（
い
ず
み
さ

の
男
女
共
同
参
画
ひ
ろ
め
隊
登
録
講

師
）

持
ち
物　

タ
オ
ル
、
飲
み
物
、
上
靴

※
服
装
は
動
き
や
す
い
も
の
で

申
込
・
問
合
先　

10
月
１
日
㈭
以
降

に
電
話
で
い
ず
み
さ
の
女
性
セ
ン

タ
ー
（
☎
４
６
９
・
７
１
２
５
）
へ

※
参
加
無
料
。
一
時
保
育
（
１
歳
児

〜
就
学
前
）
あ
り
、
希
望
者
は
申
込

時
に

■
月
１
ラ
ジ
オ
体
操
会

〜
ポ
ス
チ
ュ
ア
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
体
験
〜

　
「
美
し
く
」
歩
く
ポ
ス
チ
ュ
ア

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
は
、
毎
日
の
生
活
の

中
で
で
き
る
効
率
的
な
エ
ク
サ
サ
イ

ズ
で
す
。
秋
空
の
下
、
散
歩
し
な
が

ら
、
心
も
身
体
も
変
化
す
る
美
し
い

エ
ク
サ
サ
イ
ズ
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
体

験
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

日
時　

11
月
２
日
㈪

　
　
　

午
前
10
時
〜
正
午

場
所

南
部
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
本
館

定
員　

20
人
（
先
着
順
）

講
師　

渡
辺
宏
美
さ
ん
（
ポ
ス
チ
ュ

ア
ス
タ
イ
リ
ス
ト
）

持
ち
物　

タ
オ
ル
、
飲
み
物

申
込
・
問
合
先

 

人
権
推
進
課

※
参
加
無
料
。

服
装
・
靴
は
歩

き
や
す
い
も
の

で

場
所　

レ
イ
ク
ア
ル
ス
タ
ー
プ
ラ

ザ
・
カ
ワ
サ
キ
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

監
修　

山
崎
澄
子
さ
ん

（
ワ
イ
ヤ
ー
ク
ラ
フ
ト
講
師
）

問
合
先　

い
ず
み
さ
の
女
性
セ
ン

タ
ー
（
☎
４
６
９
・
７
１
２
５
）

※
申
込
不

要
、
参
加

無
料

広報いずみさの 平成27年10月号9

市・府民税
第3期分の納期限は

11月2日㈪です
　領収書はお支払い済
みの証拠となるものな
ので、大切に保管して
ください。
問合先　税務課

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
合
先　

泉
佐
野
税
務
署

☎
４
６
２
・
３
４
７
１

社
会
保
障
・
税
番
号
制
度

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）

　

社
会
保
障
・
税
制
度
の
効
率
性
・

透
明
性
を
高
め
、
国
民
に
と
っ
て

利
便
性
の
高
い
公
平
・
公
正
な
社

会
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
）
が
導
入
さ
れ
ま

す
。
10
月
か
ら
個
人
番
号
（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
）・
法
人
番
号
が
通
知
さ
れ
、

来
年
１
月
か
ら
順
次
利
用
が
開
始
さ

れ
ま
す
。

※
国
税
に
関
す
る
社
会
保
障
・
税
番

号
制
度
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の「
社
会
保
障
・

税
番
号
制
度
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
に

つ
い
て
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

 　

税問
合
先　

税
務
課

法
人
市
民
税
に
係
る
開
設
届
を

　

法
人
市
民
税
と
は
、
市
内
に
事
務

所
、
事
業
所
ま
た
は
寮
な
ど
が
あ
る
法

人
お
よ
び
人
格
の
な
い
社
団
な
ど
（
収

益
事
業
を
行
う
も
の
に
限
る
）
が
納
め

る
税
金
で
す
。
市
内
に
新
し
く
会
社

を
設
立
し
た
と
き
、
事
務
所
な
ど
を

開
設
し
た
と
き
は
届
出
が
必
要
で
す
。

（
税
務
署
お
よ
び
府
税
事
務
所
へ
の

提
出
と
は
別
に
届
出
が
必
要
で
す
。）

　

法
人
市
民
税
に
は
、
国
税
の
法
人

税
額
を
課
税
標
準
と
し
て
算
出
す
る

法
人
税
割
額
と
、
資
本
金
等
の
額
と

市
内
の
従
業
員
者
数
に
よ
り
算
出
す

る
均
等
割
額
が
あ
り
、
事
業
年
度
終

了
の
日
の
翌
日
か
ら
２
ヵ
月
以
内

に
、
申
告
書
を
税
務
課
へ
提
出
す
る

と
と
も
に
、
法
人
税
割
額
と
均
等
割

額
の
合
計
額
を
納
付
し
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

※
赤
字
決
算
と
な
り
、
法
人
税
額
が
０

円
と
な
っ
た
場
合
も
、
均
等
割
が
か
か

り
ま
す
の
で
、
申
告
と
納
付
が
必
要

で
す
。
ま
た
、
申
告
義
務
が
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
申
告
書
の
提
出
が
な

い
場
合
、
未
申
告
法
人
と
し
て
調
査

し
、
そ
の
結
果
に
よ
り
「
決
定
」
の

行
政
処
分
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
税
務
課 

税
務
総
務
係

へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
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